
令和８年度 城里町地域おこし協力隊 

（観光・物産振興）募集要項 

 

１　募集概要 

　　城里町では、観光振興および物産振興の推進を図るため、地域資源の活用や情報発信、商品

開発支援等を担う地域おこし協力隊を募集します。 

　　 

２　募集人数　１名 

 

３　活動内容 

　以下の業務を中心に、町および関係団体等と連携して活動します。 

■ 観光・物産の振興に関する業務 

・観光資源（自然、歴史、文化、イベント等）の掘り起こし、磨き上げ 

・特産品や物産の PR、販路開拓に関する補助業務 

・観光や物産イベント等の企画、運営支援 

■ 情報発信に関する業務 

・町公式 SNS、Web サイト等を活用した情報発信 

・観光や物産に関する広報素材（写真、動画、文章等）の作成 

・移住定住促進に資する情報発信への協力 

　　■ 関係団体との連携・調整 

　　　・観光協会、事業者、地域団体等との連携 

　　　・地域行事や地域活動への参加、支援 

　　■ その他 

　　　・活動報告書の作成 

　　　・任期終了後の定住、起業等を見据えた取り組み 

 

　　※活動内容は、本人の適性や町の状況に応じて、適宜協議のうえ調整します。 

 

４　活動場所　城里町内　※イベント等で町外活動あり 

　　　 

５　募集対象　以下の要件をすべて満たす方 

（１）応募時点で、年齢が満 20 歳以上の方 

（２）応募時点で、三大都市圏等の都市地域、または指定地域に居住し、採用後に城里町へ住 

民票を異動させて生活拠点を移すことができる方 

（３）心身ともに健康で、任期終了時に起業または就業して、城里町に定住する意欲のある方 

（４）地域住民や関係者と円滑なコミュニケーションが取れる方 

（５）観光・物産振興、情報発信に意欲をもって取り組める方 

（６）普通自動車運転免許を有しており、日常的に運転をしている方 



（７）パソコン（ワード・エクセル・SNS 等）の基本操作ができる方 

（８）地方公務員法第 16 条に規定する一般職員の欠格事項に該当しない方 

 

　※観光、広報、デザイン、マーケティング等の経験があればなお可（必須ではありません）。 

 

６　雇用形態 

　　城里町会計年度任用職員（城里町との雇用関係あり） 

　　　※地域おこし協力隊として城里町長が任用します。 

 

７　雇用期間 

　　雇用（任用）の日（令和８年６月以降）から令和９年 3 月 31 日までとなります。 

　　※最長 3 年間の任用が可能です。ただし、各年度終了時に、活動に取り組む姿勢や事業成果、 

ヒアリング等により次年度への更新について判断します。 

※隊員として不相応と判断した場合は、任用期間中であってもその職を解くことがあります。 

 

８　活動時間及び活動日数 

　（１）活動時間：1 日あたり 7 時間 45 分 

　（２）活動日数：原則として、週 4 日程度（月 18 日勤務）になります。 

　（３）休　　日：土日祝日、年末年始 

　　　　　　　　　※イベント等により休日勤務の場合があります（振替対応）。 

 

９　報酬・待遇等 

　　報酬および社会保険等、その他の条件は下記のとおりです。また、以下に記載のない条件は、

城里町会計年度任用職員に準じます。 

（１）報 酬：月額 259,000 円程度　※翌月払い 

（２）期 末 手 当：年２回（６月、12 月）支給します。 

　　　　　　　　　※時間外手当、通勤手当の支給はありません。 

（３）車両借上料：活動には自家用車を使用していただきます。車両借上料（燃料費含む） 

として、月額20,000円を支給します。 

（４）社会保険等：厚生年金　健康保険　雇用保険に加入します。 

（５）地方公務員災害補償制度に加入します。 

（６）年次有給休暇、特別休暇（結婚、病気、忌引休暇等）を取得できます。 

（７）活動に支障がない範囲で副業も可能ですが、必ず届出が必要となります。 

（８）活動に必要な経費（旅費や消耗品費、研修受講料等）は、予算の範囲内で補助します。 

 

10　住居 

月額 50,000 円を上限に、住宅手当を支給します。転居にかかる費用や生活必需品、光熱 

水費等は自己負担になります。 

 

 



11　募集期間 

令和８年５月から随時募集 

　　※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

 

12　応募方法 

〔提出書類〕　① 城里町地域おこし協力隊応募用紙 

　　　　　　　　　※城里町ホームページよりダウンロードしてください。 

　　　　　　　　　② 住民票謄本の写し（取得後１ヵ月以内のもの） 

　　　　　　　　　③ 普通自動車運転免許証の写し 

　　 

〔提出方法〕　郵送又は直接持参 

　　　　　　　※直接持参の場合は、平日８:30～17:15 を受付時間とします。 

 

13　選考方法 

　　（１）第 1 次選考　書類審査　 

　　　　　　　　　　　※提出書類にて審査し、選考結果については文書で通知します。 

（２）第 2 次選考　面接審査 

　　　　　　　　　　　※第１次選考合格者を対象に、城里町役場にて面接を行います。日程等 

については、第１次選考結果を併せてお知らせします。 

（３）最終選考結果の報告　合否は文書で通知します。 

 

　　※提出いただいたすべての書類は返却いたしません。 

　　※応募及び選考に係る経費（郵送料、交通費等）は、応募者の自己負担となります。 

 

14　申込み及び問い合わせ先 

　　城里町役場　まちづくり戦略課　企画政策グループ 

　　〒311-4391　茨城県東茨城郡城里町大字石塚 1428-25 

　　TEL　 029-288-3111（代表） 

　　FAX　 029-288-3113 

　　Email  machi@town.shirosato.lg.jp 

 

 

城里町地域おこし協力隊インフォメーション　 

協力隊の活動を見ることができます！！ 

 

○城里町地域おこし協力隊ホームページ　　https://shirosato-okoshi.com/ 

○城里町地域おこし協力隊フェイスブック　https://ja-jp.facebook.com/shirokoshi/ 

○城里町地域おこし協力隊インスタグラム　https://www.instagram.com/shirosato_life/ 


